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2018年 5月 11日 

 

消費者契約法の一部を改正する法律案 

趣旨説明質疑 

 

立憲民主党・市民クラブ 尾辻 かな子 

 

立憲民主党の尾辻かな子です。 

ただいま議題となりました、「消費者契約法の一部を改正する法律案」につきまして、

立憲民主党・市民クラブを代表して質問いたします。 

 

質問に入る前に、一言申し上げます。加計学園の獣医学部新設をめぐる問題について、

昨日、柳瀬元首相秘書官の参考人質疑が行われました。結果、疑惑はますます深まった、

闇はますます深くなった、と言わざるを得ません。 

 

官邸で首相秘書官が、特定の学校法人関係者にご丁寧に 3回も会う。そして、国家戦略

特区に関して面会したのは、何と加計の関係者だけ。しかも、加計孝太郎理事長は、自

他共に認める安倍内閣総理大臣の「親友」です。これが特別扱いでなければ、なんだと

いうのでしょうか。 

 

にも関わらず、面会の内容はおろか、会った事実すら安倍総理に全く報告もしていませ

ん、話もしていません、などという話を、一体誰が信じるというのでしょうか。「記憶

にない」を連発していた柳瀬氏は、調整の結果なのか、さっさと記憶を取り戻したよう

ですが、都合の良いところだけはやけに詳しく、肝心なところは闇の中。疑惑がますま

す深まった以上、今後も関係者に国会でお話しいただく必要がますます高まったと、こ

の場でも敢えて申し上げておきます。 

 

さて、消費者契約法ですが、ご担当は福井照大臣です。消費者担当大臣は、消費者政策

を預かる重要なお立場であり、人権感覚がとても大事です。人格、品格が問われること

は、申し上げるまでもありません。安倍内閣には、「セクハラ罪という罪はない」だの、

色々と信じられない認識をお持ちの大臣も居座っておられるようなので、福井大臣にも、

敢えてご認識をお聞きします。 

 

福井大臣は、「セクハラ罪という罪はない」との認識に同意されますか。そして、福井

大臣ご自身は、セクハラ行為を指摘されたようなご経験はおありでしょうか。福井大臣

におかれては、まさかないとは思いますが、念のためお聞きいたします。また、世界各

国で「#MeToo」運動が大きなうねりとなっていることはご承知かと思いますが、この運

動についてのご認識も、お聞かせいただければと存じます。 
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近年の消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、商品・サービスは多様化・複雑

化し、新たな消費者トラブルが次々と発生するなど、消費者被害の発生は後を絶たず、

特に、加齢や認知症等の影響により判断能力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売

や電話勧誘販売など不当勧誘販売による高齢者被害は依然として増大しております。ま

た、成年年齢引下げに関する民法改正の動向を受けて、若年者の被害拡大が懸念されて

おり、高齢者及び若年者等の被害の防止・救済は喫緊の課題となっております。 

このような実情を踏まえ、今般提出された本法律案は、依然として発生している幅広

い年代における消費者被害に対して、「消費者と事業者との間の交渉力等の格差」是正

を前提として、「消費者の利益の擁護を図るため」の法改正でなければなりません。 

私たちは、こうした消費者被害の問題に対して、本法律案が、消費者の利益の擁護を

図るため、消費者被害の防止及び救済の観点から、実効性のある法改正となるよう、

消費者目線に立った審議を強く望み、消費者担当大臣と一部を法務大臣に質問いたしま

す。 

【本改正の狙いとその効果】 

2001 年の消費者契約法施行後、現在もなお、消費者被害が後を絶たず、全国の消費

生活センター等へ寄せられる相談は、ここ 10年間においても、年間約 90万件と高水準

であり、2016年には、その約３割を 65歳以上高齢者が占め、被害額は相談一件当たり

約 69万円と高額となっています。 

こうしたことから、2016年の第 190回国会の一次改正に至らず積み残された課題と、

さらには、民法の成人年齢引下げの動向を受けて、今般の改正は、消費者からの「安心

して暮らしたい」という声、全国の消費生活相談の現場や適格消費者団体等からの、「消

費者被害を防止、救済したい」「悪質事業者にではなく、まっとうに働く事業者に当然

入るべき利益が届くべきだ」という強い思いに対する結実として、非常に期待されてい

るものでありました。 

ところが、本法律案は、消費者委員会の異例の付言が盛り込まれた答申の趣旨を十分

に踏まえたものとは言い難い改正案となっております。 

そこで、消費者担当大臣にお尋ねします。本法律案は、消費者委員会の答申を、どれ

だけ真摯に受け止めた改正になっているというのでしょうか。本改正の狙いと、本改正

により、依然として発生している高齢者、若年者等の消費者被害が、どれだけ防止、救

済される効果があるとお考えですか、お伺いします。 

 

【事業者の情報提供についての配慮義務】 

本改正では、事業者の情報提供の配慮義務について、事業者が、個々の消費者の事情

を考慮すべき事項として、「消費者契約の目的となるものの性質に応じること」と、「個々

の消費者の知識及び経験を考慮」することを追加していますが、「年齢」については、

「知識及び経験」と一致する側面があるとの理由から、本改正には盛り込まれませんで

した。 
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しかし、「知識及び経験」が浅いことによる判断能力不足と、高齢者や若年者それぞ

れの「年齢」に応じた判断能力不足の特徴は、必ずしも重複しません。 

 若年者のみならず、高齢者の消費者被害の予防・救済を図るため、事業者に情報提供

についての配慮義務を明確化する上で、「年齢」を明記することが有効と考えますが、

消費者担当大臣の見解を求めます。 

また、近年、消費生活の環境変化に伴い、事業者と消費者との情報格差は一層拡大し

ております。事実、消費者委員会成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループでは、

事業者の配慮義務として、「当該消費者の需要及び資力に適した商品及び役務の提供に

ついて、必要かつ合理的な配慮をする」ことを提案しています。 

このような事実関係を踏まえれば、事業者の情報提供については、消費者の「需要及

び資力等」についても考慮するよう明記すべきと考えますが、消費者担当大臣の見解を

求めます。 

 

【不当な勧誘行為の追加：新たな要件「社会生活上の経験が乏しいことから」による弊

害】 

本法律案は、事業者が「不安をあおる告知」と、「恋愛感情等に乗じた人間関係の濫

用」という不当勧誘行為により、消費者が困惑して、消費者契約を締結した場合の取消

権を追加することとしています。しかし、両規定には、消費者、事業者及び有識者で構

成される消費者委員会専門調査会では議論の俎上にもあがっていない「社会生活上の経

験が乏しいことから」という文言が、いつの間にか要件として追加されています。 

そもそも今般の改正は、消費者委員会に対する内閣総理大臣からの諮問を受けて、消

費者委員会で検討が進められたものであり、この諮問に際し、現下の重要な課題の一つ

として高齢化の進展への対応が挙げられていたはずです。 

ところが、「社会生活上の経験が乏しいことから」という、若年者だけを対象に置い

ているかのような、この要件が追加されたことにより、高齢者等の被害が救済されない

ような間違った解釈・運用になりかねません。 

政府においては、この「社会生活上の経験が乏しい」という要件は年齢を制限するも

のではない。また、この要件を削除することは対象が広くなり過ぎ、取引の安定性を害

すると説明しています。 

しかし、「過大な不安をあおり」、「正当な理由もないのに」願望実現のために必要で

あると告げること、「好意の感情に乗じて」、「契約締結しなければ破綻する」と告げる

という行為は、健全な商行為ではなく、保護すべき事業者ではありません。これ以上、

何の要件が必要なのでしょうか。 

政府は、「社会生活上の経験が乏しいことから」の要件について救える場合と救えな

い場合を逐条解説等で対応すると説明しますが、その基準も不明確で、消費者どころか、

事業者においても不明確な、この使いづらい要件がなぜ必要なのでしょうか。 

実際、個々の事案ごとの判断になるのです。その基準は不明確であることから、最終

的には交渉の現場、訴訟の場面において、実効性のない規定になる可能性が高いことは

明らかです。 

このような中、多くの消費者団体等から、「社会生活上の経験が乏しいことから」と



4 

 

いう要件削除を求める声が高まっております。 

わが党では、「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件を削除する修正を求

め、以下の点をお伺いいたします。 

 

消費者担当大臣に、この要件を追加した理由を伺います。また、明確な規定を設けると

しながら、不明確であいまいな規定を更に追加し、逐条解説で対応するとしていること

には、大きな矛盾があると考えますが、大臣の明確な見解を求めます。 

この要件により、消費者被害の救済対象が狭められる懸念に対し、本改正案で適用対象

の範囲がどこまでとされているのか、この改正規定を使う現場の方々に分かるようお示

しください。 

 

【「平均的な損害の額」の推定規定の必要性】 

現行法は、契約の解約時に消費者が求められるキャンセル料に関し、当該事業者に生

ずべき「平均的な損害の額」を超える部分を無効とする規定がありますが、この「平均

的な損害の額」の立証は消費者側に求められます。これは消費者に大変困難な立証であ

るため、「平均的な損害の額」の推定規定について、消費者委員会専門調査会で合意さ

れましたが、本法律案には盛り込まれていません。その理由についてお聞かせください。

また、「平均的な損害の額」の算定に必要な帳簿などの資料は事業者が持つことから、

事業者に「平均的な損害の額」の立証責任を転換することも考えられますが、併せて、

消費者担当大臣の答弁を求めます。 

 

【成年年齢引下げへの対応】 

今国会に提出された成人年齢を 20歳から 18歳に引き下げる民法改正案が仮に成立

すれば、220 万人とも言われる 18 歳、19 歳の若年消費者が未成年者取消権を失うこ

とを意味します。 

そもそも、民法の成年年齢を 18歳に引き下げるのが適当であるとした 2009年の法

制審議会答申では、「引下げの法整備を行うには、消費者被害のおそれ等の問題点の

解決に資する施策が実現されることが必要である」とされました。その後、専門調査

会報告書、消費者委員会二次答申、成年年齢が引下げ対応検討ワーキング・グループ

報告書等でも明らかなように、成年年齢が引き下げられた場合に備えた消費者被害対

策が求められております。 

しかしながら、本改正案には、「不安をあおる告知」「恋愛感情等に乗じた人間関係

の濫用」など、ごく限られた場合の取消権しか盛り込まれておらず、日弁連を始め、

全国の消費者団体からは、これでは、18 歳、19 歳の消費者被害を防止・救済するた

めの施策としては不十分との声が挙がっております。 

18 歳、19 歳の若者への救済策として、法制審議会答申を契機としてそれ以降、成

年年齢引下げに備えて、どのような取組を行ってこられたのか、そして、本法律案の

あるべき姿についてどうお考えなのか、消費者担当大臣にお伺いします。また、民法

改正案を提出する決断を下した法務大臣に、成年年齢引下げに伴い心配される消費者
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被害対策が実現されたと考える根拠についてお伺いします。 

 

 

＜結び＞修正を前提とした結び 

消費者契約法は、規制緩和が進む中、消費者を守るための法律的な盾とならなければ

なりません。そのために、立憲民主党は、消費者契約法の「消費者の利益の擁護を図る」

という立法精神に則り、原案よりも一歩進んだ、全ての消費者、国民のための消費者契

約法の成立を目指して、与野党問わず協力してまいりたいと思います。これで、私の代

表質問を終わります。 


